
 

 

勤怠管理・集計、給与計算のトータルプラン 

キリン勤怠管理・給与計算システム 
キリン社会保険労務士事務所が面倒で複雑な「勤怠の管理・集計業務や給与計算事務」と 

「日常の労務管理に関する悩みや疑問」をトータルにお引き受けいたします。 

農家・農業法人に設置した「指紋認証タイムレコーダー」で打刻した出・退勤等のデータがインターネッ

トで随時、集計データ化され、キリン社労士事務所に転送されます。キリン社労士事務所では勤怠集計デー

タをチェックし給与計算を行います。 

「指紋認証タイムレコーダー」とは 

「指紋認証タイムレコーダー」とは、従来の紙ベースのタイムカードや ICカードを用いるのではなく、あ

らかじめ登録した従業員の指紋を利用して出勤や退勤の打刻を行うタイムレコーダーです。本人以外の者が

打刻できないため、従業員の不正打刻や代理打刻を防ぐことができます。また、タイムカード用紙を使用し

ないため経費の節約になります。 

             

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

キリン社会保険労務士事務所 

農家・農業法人 

 

 
 
＜農家・農業法人の仕事＞ 

・勤務予定表の作成 

・日常の労務管理 

・残業の指示 

・給与・勤怠データの確認 

・給与明細作成指示 

・給与の支払い 

キリン社労士事務所 

 

 
＜キリン社労士事務所の仕事＞ 

・勤怠等の管理・確認 

・給与計算・明細書等作成 

・各種資料の作成 

・賞与計算・明細書等作成 

・年末調整事務 

・質問・相談対応 

・各種情報の提供 

⑥ 給与明細書等の発送 

⑦ ＜随時＞電話・ＦＡＸ・メールによる相談 

④ 給与計算締切後、メール又はＦＡＸで給与・勤怠データを送付 

農家・農業法人向け 

⑤ 給与・勤怠データを確認後メール又は電話で明細書作成を指示 

② ＜随時＞インターネットで勤怠情報の提供・確認 

2010 年 4 月開始 

予約受付中 

① 自動的にインターネット経由で毎日「指紋認

証タイムレコーダー」から出退勤等データを取得 

全国対応可！ 

③ ＜随時＞アラーム機能（残業時間オーバーなど） 



 

キリン勤怠管理・給与計算システムを導入した場合の費用は下記のようになります。 

① 「指紋認証タイムレコーダー」導入費用・・・１５万円（タイムレコーダー設置事業所１か所あたり） 

全国一律同一料金です。設置事業所が 2 か所以上ある場合、2 か所目以降は１台につき５万円です。 

② 顧問報酬・・・1 万円（１経営単位：月額） 

③ 勤怠管理・給与計算業務委託料・・・給与計算対象者数 4 人まで月額 2 万円。5 人以上の場合、1 人につき 500 円

加算となります。（タイムレコーダー設置事業所１か所あたり：月額） 

※ 賞与計算、年末調整事務は、各々「勤怠管理・給与計算業務委託料」が別途 1 か月分かかります。 

※ 上記費用には別途消費税が加算されます。 

 

＜導入例１＞ Ａ法人（酪農） 

タイムレコーダー設置事業所1か所で、給与計算対象者４人 

指紋認証タイムレコーダー導入費用（導入時） １５０，０００円 

顧問報酬（月額） １０，０００円 

勤怠管理・給与計算業務委託料（月額） ２０，０００円 

費用計 導入費用１５０，０００円、 毎月３０，０００円 

  

＜導入例２＞ Ｂ法人（花卉の生産と販売） 

タイムレコーダー設置事業所２か所で、給与計算対象者が３人（生産）と９人（販売） 

指紋認証タイムレコーダー導入費用（導入時） ２００，０００円 

顧問報酬（月額） １０，０００円 

 

勤怠管理・給与計算業務委託料（月額） 

生産）２0，０００円 

販売）２２，５００円（20，000 円 ＋ 500 円×５人） 

合計）４２，５００円 

費用計 導入費用２００，０００円、 毎月５２，５００円 

 

● 難しくて複雑な「変形労働時間制」にも対応します 

外国人技能実習生に対しては、労働時間・休憩・休日等に関して他産業に準拠するよう指導されています。

具体的には、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて実習させた場合には、割増賃金の支払い

義務が生じることになります。したがって、外国人技能実習生に対しては、変形労働時間制の導入は必須

といっても過言ではありません。農業は一般的に「1か月単位」と「1年単位」が運用しやすいのですが、

実際に導入・運用するには専門的知識を必要とし、管理も大変です。 

キリン勤怠管理・給与計算システムは、複雑な「変形労働時間制」にも対応します。 

● 就業規則も作成を承ります。（オプション） 

キリン社労士事務所は、農業労務管理のエキスパートです。作目や事業所の実態に合った就業規則や給与

規程の作成はお任せください。なお、外国人技能実習生用の就業規則（中国語）の作成も承ります。 
 
 

 
 

 

お問い合わせは、キリン社会保険労務士事務所（http://www.kirin-office.com）へ 

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-10-10 パークビル 3Ｆ 

TEL：03-5651-0407 ／FAX：03-5651-0408 ／E-mail:info@kirin-office.com   

[システム開発・運用会社] 株式会社 アクア（http://www.sa-aqua.co.jp） 

〒101-0065 東京都千代田区西神田 1-3-6 UETAKE ビル 7Ｆ ／TEL：03-5217-7131 ／FAX：03-6316-4544 

初期導入費用・業務委託料 

 


